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朝のつどいの再開について（ご案内） 

平素は、当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

このたび、新型コロナウイルス感染症が令和５年５月８日付けで感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第６条第６項に定める５

類感染症に位置付けられることに伴い、実施を見合わせている「朝のつどい」については、

下記のとおり再開します。 

ついては、施設をご利用の皆様には、つどいの趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い

いたします。 

なお、朝のつどい再開に伴い、標準生活時間が変更になるので、ご確認ください。その

他ご不明な点があるときは、下記の本件お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせくださ

い。 

記 

１ 朝のつどい再開時期  

令和５年６月５日 

２ つどいの参加 

  参加者は、宿泊者全員です。朝のつどい及び夕べのつどいにおいては、利用団体に２

団体２人ずつ旗係を割り振ります。また、全ての利用団体がスピーチをする時間を設け

ています。 

朝のつどいのラジオ体操では、各団体から代表が１人ずつ前に出て体操を行います。 

３ つどいの趣旨 

 ・「規則正しい生活」を意識する場 

 ・出会い、ふれあい、学びあいの場 

４ 標準生活時間 

 

 

 

 

 

 

※ 朝のつどいの旗係の説明については、6 時 50 分から事務室で行います。 

※ 夕べのつどいの旗係の説明については、17 時から事務室で行います。 

※ つどいの司会は、朝・夕ともに職員が行います。 

＜本件お問い合わせ先＞ 

                     国立三瓶青少年交流の家 事業推進係 

電話：0854-86-0319 メール：sanbe-suishin@niye.go.jp 


